
◎燃えるごみ◎
•指定ごみ袋には、必ず名前を書
いてください。
•生ごみは水をよく切ってから袋に
入れてください。
•燃えるごみの減量化のため、生
ごみは、堆肥化循環システムでリ
サイクルします。まだ参加されて
ない方は、区、自治会などを通
じて申し込んでください。

◎燃えないごみ◎
•２種類に分けて出してください。
　1.埋立ごみ
陶器、ガラス、化粧品びん、
耐熱ガラスなど

　2.金属、小型電気製品
　なべ、やかん、食用以外の
缶などの金属類や粗大・家電
４品目以外の電気製品など

•ガラスや陶磁器くずが細かく砕け
ている場合は、ビニール袋など
に入れずに埋立ごみ専用のコン
テナに直接出してください。
•なべややかん、フライパンなど金
属製の台所用品は、燃える部分
をできるだけはずし、缶の日で
はなく、燃えないごみの日に出
してください。
•ビールやジュースの食用缶は缶の
日に出してください。 

◎廃食油◎
•無色透明のペットボトル等に入れ
て出してください。
•機械油や燃料油は絶対出さない
でください。
•回収した物はリサイクルし、車の
燃料として使用します。

◎　缶　◎
•スチール缶とアルミ缶は分けずに
出してください。
•ジュース・ビール、缶詰の缶、お
菓子の缶など一斗缶までの大き
さの物が対象です。

◎スプレー缶◎
•使い切って穴を開けてから出して
ください。 

◎ び ん ◎
•【透 明（白）】　【茶】　【青、緑、
黒】の３種類に分けてください。
•キャップを取って、中を洗ってく
ださい。
•ラベルははがさなくても構いま
せん。

◎発泡スチロール◎
•カップラーメンのカップや発泡し
ていないトレーは該当しません
のでご注意ください。 

◎ペットボトル◎
•キャップを取り、水洗いし、ラベ
ルをはがして出してください。キ
ャップの下のリングは外さなくて
も構いません。 

◎古紙類◎
•次の４種類に分けてください。
　1.新聞・広告（まとめて出してく
ださい。）

　2.雑誌・包装紙・ボール紙箱、
封筒、その他紙

　3.ダンボール
　4.紙パック
•ダンボールは１m×１m以内の大

きさにまとめ、紐などでくくって
ください。
•紙パックは水洗いし、切り開き、
乾かした後、出してください。

◎焼却灰◎
•市内いずれの不燃物処理場でも
焼却灰は受け付けません。燃え
るごみは焼却せずに指定袋に入
れ、燃えるごみの日に出しましょ
う。
 

◎粗大ごみ◎
•可燃粗大ごみは、甲賀広域行政
組合衛生センター（5円／ kg）
へ直接持ち込むか、粗大ごみ処
理券（300円／枚）を購入し、
市指定収集業者に戸別収集を依
頼してください。
•不燃粗大ごみは、粗大ごみ処理
券を購入し、不燃物処理場に個
人搬入、もしくは、市指定収集
業者に戸別収集を依頼してくだ
さい。

※粗大ごみ処理券は、市役所市民窓口セ
ンター及び支所で購入いただけます。

　　詳しい分別は、市ホームページ上の
「ごみの出し方一覧50音順」・「ごみ
カレンダー」を参照して下さい。

家庭ごみの
分別の徹底を
お願いします！

　使い捨て文化に伴いごみが急激に増加しています。
このことは、ごみ処理施設の処理能力に大きな影響を
及ぼします。清潔で美しいまち、快適な生活環境のため
に、ごみの減量、資源化は重要です。

問い合わせ
生活環境課　廃棄物対策担当
☎65-0690　℻63-4582

■家庭ごみの分別方法

衛生センターからのお願い
　衛生センターでは市内から出る燃えるご
みの焼却処理をしていますが、年々、ごみ
は増え続け、ごみ焼却施設の処理能力が限
界にきています。
　ごみは分別し、再資源化することで、減
量をすることが可能です。
　ごみの分別へのご協力をお願いします。
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